
ごみ

093-282-5394

平成30年9月

環境・公園係

循環型社会のための３R推進 もえるごみ用指定ひも
粗大ごみ
収集しないごみ
直接ごみを持ち込む場合は
ごみに関するお問い合わせ
野外焼却の禁止について

ペットボトル・紙パック・食品トレイ

ビン・カン

家電リサイクル法の対象品目

もえるごみ

プラスチック製容器包装

もえないごみ

令和2年6月
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ーよくある質問ー
Q. ごみはどこに出すの？
　A. お住まいになっている地区の決められたごみステーションに出してください。
　　 他の場所に出すと、その場所を管理している方々が大変迷惑をします。
　　 また、他の市や町でごみを出すことは法律により禁止されています。

Q. ごみを出す時間は？
　A. 収集日当日の午前7時から午前8時までに出してください。

Q. 指定袋には、どれくらいごみを入れていいの？
　A. 入れられるのは、(大)のサイズで10kgまでです。 入れすぎると袋が破れたりして収集が
　　 困難になります。 袋に入らないものは粗大ごみです。

Q. ごみを抜き取っている人を見かけたのですが？
　A. 指定袋で出された資源ごみは、条例に基づき組合の所有物となります。 集められた資源
　　 ごみは適正に処理を行い、鉄やアルミは売却して、ごみ処理費用に充てています。 指定
　　 袋の持ち去りや中身の抜き取りを見かけたら、市役所・町役場・広域事務組合に連絡くだ
　　 さい。

Q. ごみの無料回収に出していいの？
　A. 法律で定める許可を得ずに軽トラックなどで巡回し、家電や粗大ごみの処理を請け負う
　　 業者がいます。 無許可の業者に回収されたごみは、不法投棄されたり野焼きされたりと
　　 不適切な処理をされる場合があります。 安易にごみを出さないようにしましょう。

Q. 不法投棄を見かけたのですが？
　A. ごみをみだりに捨てることは法律で禁止されており、5年以下の懲役又は、1,000万円以
　　 下の罰金が科せられます。 また不法投棄者が法人の場合は、法人に3億円、投棄者に
　　 1,000万円以下の罰金が科せられます。
　　 不法投棄を見かけたら市役所・町役場か保健福祉環境事務所、警察署にご連絡ください。

宗像・遠賀保健福祉環境事務所　　0940-36-6322
折尾警察署　　　　　　　　　　 093-691-0110

　中間市、水巻町、岡垣町、芦屋町、遠賀町、遠賀・中間地域広域行政事務組合は共同で廃棄物処
理法第6条第1項の規定に基づき、管内のごみ処理の基本方針となる「一般廃棄物(ごみ)処理基
本計画」を策定しました。 その中で、当面の目標年度【平成33年度(2021年度)】に向けて数値目
標を定めています。 住民の皆様にご協力いただきたい目標は次のとおりです。

ごみ排出量の削減目標 ： 1人1日のごみ排出量　平成28年度比5％(36g)削減
資源化の目標 ： ごみ排出量に占めるリサイクル量の割合30％以上(平成28年度22.5％)

　目標達成のため、このガイドブックを参考に分別し、ごみの減量化と資源化へのご協力をお願い
します。
　なお、詳細は、各市町、広域事務組合のホームページから確認できます。

一般廃棄物(ごみ)処理基本計画

マイバッグ

推進
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プラスチック製
容器包装へ

市役所・町役場又は
お近くの家電販売店に
ご相談ください。

午前8:30～11:45　午後1:00～4:15（日曜・祝日休み）
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（大・小）

　食料品や日用品を入れたり(容器)、包んで
いた物(包装)で、中の商品を使用したり、取り
出したりして不要になったプラスチック製の
容器や包装のことです。



（大・小）

　食料品や日用品を入れたり(容器)、包んで
いた物(包装)で、中の商品を使用したり、取り
出したりして不要になったプラスチック製の
容器や包装のことです。
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（大・小）

中身が残ったままごみとして出すと、収集時にごみ収集車の中やごみ処理場で爆発し、ごみ処理全体に支障がでます。
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も
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み

　新聞・雑誌を紙袋やビニール袋で出す場合
は、袋の口の部分を指定のひもが通過するよ
うに１周させて結んでください。

（大・中・小）

　紙類、食用油、衣類、布類は、ﾘｻｲｸﾙ出来ますので、地域の集団回収や拠点回収ボックスをご利用ください。

（1本の長さ140cm）

木切れ・木の枝・角材・竹
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2.5

下記の場合、収集できません。安全・確実な収集にご協力ください。

寸法・重さ・

2.5

指定シールの枚数は、申し
込みの際、受付センターに
ご確認下さい。

粗
大
ご
み

未満 未満 未満

未満

093－281－5380

093-282-5394

未満 未満

未満 未満 未満

寸法の合計が4m以上のもの、重さが50kg以上のものは粗大ごみで出すことができませんので、
遠賀・中間地域広域行政事務組合又はお住まいの市役所、町役場へおたずねください。

〔例〕

未満

未満
未満

未満

直径が10cm未満のパイプ類・物干し竿

１. ゴミの寸法(幅、奥行き、高さ)、重さを計る

２. 

３. シール枚数と収集日・排出場所を確認する

４. 粗大ごみ指定シールを購入する

５. 粗大ごみに指定シールを貼り付ける

６. 収集日に排出場所に出す
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（処理方法は、4ページを参照ください。）

お住まいの市役所・町役場の衛生担当課に
お問い合わせください。

市役所、町役場、広域事務
組合の窓口で回収しています。

など水銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計

家電リサイクル法対象品目

（不明な場合は遠賀・中間地域広域行政事務組合又はお住まいの市役所・町役場へおたずねください。）

093-282-5341

・

●ローソン

●パチンコ店

など

093-282-6015
093-293-2791

093-293-6011
093-283-3017

畳

・レンガ

小学生・中学生がいるご家庭は学校へ、
その他の方は市役所、町役場などの
公共施設で回収しています。

（電池を長期間置いておくと液漏れすることが
ありますので、お早めに処理してください。）

乾電池の回収 小型充電式電池の回収

ニカド電池 ニッケル
水素電池

リ チ ウ ム
イオン電池

市役所、町役場、広域事務組合で回収して
います。
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